
野田市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

野田市教育委員会教育長   染 谷  篤 

  



野田市教育委員会規則第 ５ 号 

 

野田市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 

 野田市教育委員会行政組織規則（昭和５６年野田市教育委員会規則第３号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第１学校教育部の項学校教育課の目第７号中「移動教室用自動車（スク

ールバスを含む。）」を「スクールバス」に改める。 

 別表第３事務職員の項管理主事の目の次に次のように加える。       

調整官  上司の命を受け、その担任事務を処理する。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


